
除染廃棄物の焼却処理の検討にあたって（現状把握と論点） 
          平成 24年 12月 4日 (公財)産業廃棄物処理事業振興財団 
 

はじめに：大量かつ長期にわたって放射性廃棄物を焼却した事例は少なく、

データが限られるので、全国に広く稼働し実績のある一般廃棄物焼

却施設をベースに、一般廃棄物を除染廃棄物に置き換えて、焼却施

設及び労働者の作業安全衛生を検討する。 
現状把握： 
全国の都道府県には多くの一般廃棄物（生活ごみ）の焼却施設がある。 
これに対し、一般廃棄物と異なる次の特殊廃棄物を焼却施設に受け入れる際

には、各種の対策が実施されている。 
・粗大廃棄物：受入れ寸法が超過になるため、破砕などによる寸法調整を実施。 
・不燃・不適混合廃棄物：焼却不適ごみを取りのぞく為の前処理設備を設置。 
・重金属混入廃棄物：焼却施設から外部への重金属汚染を防ぐため、排気処理

及び灰処理に混入重金属に応じた無害化設備を設置。 
・医療廃棄物：焼却施設内への感染を防ぐため、受入・供給工程に感染防止策

を実施。 
上記特殊廃棄物の対策を参考にして、除染廃棄物の焼却施設及び作業環境安

全を検討していくことにする。 
対策を検討するにあたり、除染廃棄物の特殊性の有無を確認する。 

・粗大性→有り（放射能に汚染された木造家屋の残骸や、流木等） 
・重金属混入→有り（化学工場等から流出した重金属による汚染） 
・感染性→有り（放射能感染） 
 以上より、除染廃棄物は多くの特殊性をもつ可能性があることから、特殊性

の対策を、焼却処理の各プロセスに沿って、検討事項を整理しておく。 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

焼却施設への放射線汚染を極力防ぐため、現場での焼却

不適ごみの仕分け、除去、粗大物の破砕等を配慮する必

要がある。 
作業場は管理区域とし、空間線量率を測定後、汚染状況

に応じた防護服の着用を考慮する。 

（搬入前の現場対応） 

（搬入後の施設対応） 
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（搬入後の施設対応） 
受入・供給設備 受入れた廃棄物による施設への汚染を防ぐため、受入・

供給設備は管理区域内に隔離設置する。 
装置は処理規模によりピット＆クレーン又はホッパ＆コ

ンベアの選択となるが、労働者の作業環境安全を考慮し、

運転は遠隔操作が望ましい。 
維持管理時は、空間線量率を測定後、汚染状況に応じた

防護服の着用を考慮する。 

焼却設備 

灰処理 放射能を含む灰による施設への汚染を防ぐため、灰処理

設備は管理区域内に隔離設置する。 
装置は、重金属汚染防止及び減容化のため、溶融装置又

は安定固化装置の選択となるが、労働者の作業環境安全

を考慮し、溶融・固化灰の遮蔽密閉容器への自動送入・

遠隔操作が望ましい。 
維持管理時は、空間線量率を測定後、汚染状況に応じた

防護服の着用を考慮する。 

排気処理 環境省特定廃棄物ガイドライン第４章中間処理の基準

（規則第 25 条）を適用。（添付抜粋資料参照） 
放射能を含む吸着剤による施設への汚染を防ぐため、灰

処理設備は管理区域内に隔離設置する。 
装置は、交換した吸着剤を遠隔操作により、遮蔽密閉容

器への自動送入をする機能が付設されていることが望ま

しい。 
維持管理時は、空間線量率を測定後、汚染状況に応じた

防護服の着用を考慮する。 

環境省特定廃棄物ガイドライン第４章中間処理の基準

（規則第 25 条）を適用。（添付抜粋資料参照） 



 
 上記環境省ガイドライン（添付資料）の他に、これからの検討の参考として、

災害廃棄物及び放射性廃棄物の焼却試験又は検討を行った報告書が出されてい

るので、その内の一部を列挙しておく。 
○宮城県女川町災害廃棄物試験焼却結果について 
（東京二十三区清掃一部事務組合） 
・処理施設：東京都大田清掃工場及び品川清掃工場 
・焼却炉仕様：大田清掃工場（200t/d ストーカ炉） 

品川清掃工場（300t/d ストーカ炉） 
・現場処理：女川町災害廃棄物仮置き場において、選別機での選別と破砕機に

よる破砕を実施。 
廃棄物選別処理施設において、選別された可燃物の遮蔽空間線量

率測定、及び搬送用コンテナに積み込み。 
・搬送容器：JRW コンテナ 
・受入供給：清掃工場バンカで受入れ、バンカ内で災害廃棄物２０％と二十

三区ごみを混合・撹拌。 
・試験結果：ごみ焼却の状況は通常ごみ焼却時と同程度であった。 

○福島県内の災害廃棄物の処分方法等について 
（災害廃棄物安全評価検討会） 
・福島県内の一般廃棄物焼却施設で、生活ごみと災害廃棄物の混焼した状態

での放射性物質の濃度を測定。 
・排ガス値はいずれも濃度限度（134Cs は 20Bq/m3、137Cs は 30Bq/m3）を下

回っており、それぞれの限度に対する割合の和は、一番高い数値で 0.12 と

なり、１を下回っている。 
○放射線濃度測定結果 
（千葉県柏市） 
・飛灰固化物に含まれる放射性セシウム濃度は 7,240～9,780Bq/kg であった

が、排ガスから放射性セシウムは検出されなかった。 
○焼却実験についての進捗報告 
 （NIES 環境 C 焼却班） 
・X 市の除染作業で発生した落葉・草木（134Cs と 137Cs の合計 1664Bq/kg）
を生活ごみと混焼。 

・除染落葉・草木の混入率は約 30％、混入後の総放射性 Cs は 395Bq/kg。 
・実験結果は、バグフルター入口では、粒子態として Cs が検出されたが、出

口では放射性 Cs の濃度は検出限界以下であった・ 
・バグフイルター除去率は、134Cs が 99.91％以上、137Cs が 99.93％以上。 



○一般廃棄物処理施設における放射性物質に汚染されたおそれのある廃棄物の

処理について （環境省） 
 ・一般廃棄物処理施設における当面の取扱いとして、放射性セシウム濃度が

8,000Bq/kg 以下の焼却灰については、管理型最終処分場に埋立処分し、

8,000Bq/kg を超える焼却灰につては、同最終処分場に一時保管する。 
 ・一般廃棄物焼却施設における焼却灰中の放射性セシウムの測定結果は、福

島県内の７施設で主灰において 8,000Bq/kg を超えているが、他の 462 施設

では超えていない。飛灰は関東・東北地域 42 施設で 8,000Bq/kg を超えて

いるが、100,000Bq/kg を超えている施設はない。 
 ・廃棄物の焼却施設は、過去のダイオキシン問題等を経て、焼却管理の徹底

と適切な排ガス処理により、有害物質を環境中に排出することなく、様々な

廃棄物を安全に焼却できるシステムとして確立されている。 
・焼却後の焼却灰についても、管理型の埋立処分場にて、生活環境上支障のな

い形で安全に最終処分できるシステムが確立されている。 
・廃棄物に含まれる放射性物質は、焼却処理に伴い、揮発して排ガスに移行す

るものは排ガス処理により飛灰として回収され、原子力委員会から示された

考え方による排気の濃度限度（134Cs は 20Bq/m3、137Cs は 30Bq/m3）を遵

守できることが確認されている。 
○廃棄物焼却と放射能 
 （環境放射能除染学会第 4 回講演会資料） 
 ・放射能セシウムの拡散による廃棄物処理施設に対する影響 

＊都市ごみや下水汚泥の焼却に伴い、放射性セシウムは主灰、飛灰に濃縮

される。 
＊焼却時、放射性セシウムの移行先は、飛灰に約 70％、主灰に約 30％ 
＊放射性セシウムのバグフィルタでの捕集率は高い。 
＊溶融処理において放射性セシウムはさらに溶融飛灰に移行する。 
＊焼却飛灰や溶融飛灰に移行した放射性セシウムは塩化セシウム形態が主

と考えられ、水に溶けやすい。 
＊溶融スラグからの放射性セシウムの溶出は検出しにくい。 

 ・廃棄物処理施設での今後の課題（日常運転、点検、解体時における作業員

の被爆防止） 
  ＊プラント内での放射性セシウム挙動調査（特に高濃度になる場所） 
  ＊耐火物への放射性セシウム浸透状況の調査 
  ＊空間線量を低減するための対策調査 
  ＊点検整備、解体時に発生する廃棄物（耐火物等）の取り扱い 
○東電福島第一原発における放射性固体廃棄物の焼却処理について 



 （経済産業省 原子力安全・保安院） 
・雑固体廃棄物等からの放射線については、建屋のコンクリート性の壁によ

り遮蔽を行い、焼却施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺の放

射線防護を図っていく方針を確認。 
・放射性物質濃度をガス放射性モニタ及びダスト放射性モニタにより連続監

視する方針を確認。 
・敷地境界線量を年間 1mSV 未満とする方針を確認。            

 
以上より、一般廃棄物処理施設における放射性物質に汚染されたおそれのあ

る廃棄物の焼却処理については、問題のない結果が報告されており、ダイオキ

シン類対策特別措置法の内容に沿った環境省特定廃棄物ガイドライン第４章中

間処理の基準（規則第 25 条）を裏付けるものになっている。 
また、経済産業省 原子力安全・保安院の東電福島第一原発の固体廃棄物の

焼却処理における方針の確認、及び環境放射能除染学会講演資料の今後の課題

は、これからの作業環境安全の検討に参考となる。 
 
添付資料 
１． 一般廃棄物焼却施設参考フロー図 
２． 環境省特定廃棄物関係ガイドライン 第４章中間処理の基準 抜粋 
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放射性物質汚染対処特措法に基づく 

指定廃棄物の保管・収集・運搬に関するガイドライン 

(暫定版) 
 

 

 

本ガイドラインは、作成中のものであり、今後、変更される可能性のある記載事項を 

含むことに留意されたい 
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環境省 

 

第六部 



6-74 

 

第４章  中間処理の基準 

 

4.1 特定廃棄物の中間処理基準 

 

【制度の概要】法第 20条 

○ 特定廃棄物（対策地域内廃棄物又は指定廃棄物）を収集、運搬、保管又は処分する者（国及

びその委託業者等）は、特定廃棄物の処理基準に従わなければならないこととされている。 

 

適用される中間処理基準は表 ４-１に示すように大きく９項目あり、事故由来放射性物質濃度に

よるこれら処理基準の適用の有無と本ガイドラインにおいて記載している項目を示す。 

 

表 ４-１ 中間処理基準の概要 

 中間処理基準の内容 
8,000Bq 

/kg超え 

8,000Bq 

/kg以下 

記載 

項目 

１ 特定廃棄物の飛散流出防止措置 適用 適用 4.1.2 

２ 中間処理に伴う悪臭・騒音・振動防止 適用 適用 4.1.2 

３ 中間処理のための施設に係る生活環境保全上の支障の防止 適用 適用 4.1.2 

４ 焼却設備の構造（排ガス処理設備を備えていること等） 適用 適用 4.1.3 

５ 焼却の方法（焼却灰等の飛散防止等） 適用 適用 4.1.3 

６ 破砕に伴う粉じん飛散防止（屋内に施設を設置すること等） 適用 

適用せず

（３により

担保） 

4.1.4 

７ 
中間処理に伴う排ガス・排水の事故由来放射性物質の濃度の

管理 
適用 適用 4.1.5 

８ 中間処理施設の放射線量の測定・記録 適用 適用 4.1.6 

９ 中間処理に関する情報の記録・保存（廃棄物の種類・数量等） 適用 適用 4.1.7 

 



6-75 

 

 

4.1.1 基準が適用される場合 

 

規則第 25条 

特定廃棄物（基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。）の処分（埋立処分及び

海洋投入処分（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）

に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。以下

同じ。）を除く。以下この条において同じ。）の基準は、次のとおりとする。 

 

 

【対策の趣旨】 

処分の目的は、焼却処理のように廃棄物の減容化を図ることや、前処理として、そのままの

性状では、焼却施設や埋立処分施設に搬入できないものを、処理が可能となるようにすること

である。 

 

 

4.1.2 特定廃棄物の処分 

 

規則第 25条第１項 

 一 特定廃棄物の処分は、次のように行うこと。 

イ 特定廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 

ロ 処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必

要な措置を講ずること。 

 二 特定廃棄物の処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるお

それのないように必要な措置を講ずること。 

 

【対策の趣旨】 

第１号及び第２号は、4.1.3 以降の焼却・破砕等の個々の処分（中間処理）に共通する一般規

定である。 

廃棄物の処分（中間処理）においては、周辺の生活環境の保全や人の健康の保護のために廃棄

物の飛散及び流出を防止することが重要である。 

特に、事故由来放射性物質で汚染されている特定廃棄物においては、廃棄物の飛散、流出を防

ぐことは、事故由来放射性物質による汚染の拡大を防止する観点からも重要である。 

ロの規定は、具体的には、周辺に悪臭、騒音や振動による影響を最小限とすることであり、そ

のためには、低騒音型の機器の採用や、防振措置を講ずることが重要である。 

また、処分に伴い、粉じんが生ずるおそれがある場合は、以下の措置を講じ、粉じんを飛散さ

せないようにする必要がある。 

（例） 

・ 処分を行うための施設を建物内に設置する。 

・ 屋外の施設には覆いを設置する。 
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4.1.3 特定廃棄物の焼却 

 

規則第 25条第１項 

三 特定廃棄物を焼却する場合には、次のように行うこと。 

イ 次の構造を有する焼却設備を用いて焼却すること。 

(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室に

おいて発生するガス（以下「燃焼ガス」という。）の温度が摂氏八百度以上の状態

で特定廃棄物を焼却できるものであること。 

(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 

(3) 燃焼室内において特定廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に特定廃棄物を投入す

る場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ特定廃棄物を燃焼室に投入するこ

とができるものであること。 

(4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 

(5) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱

することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する特定廃棄物のみを焼

却する焼却設備にあっては、この限りでない。 

(6) ろ過式集じん器等燃焼ガス中の事故由来放射性物質を除去する高度の機能を有す

る排ガス処理設備が設けられていること。 

ロ 次の方法により焼却すること。 

(1) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないようにすること。 

(2) 煙突の先端から火炎又は日本工業規格Ｄ八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセ

ントを超える黒煙が排出されないようにすること。 

(3) 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないようにすること。 

(4) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措置法

（平成十一年法律第百五号）第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下

同じ。）の濃度が別表第一の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に掲

げる濃度以下となるようにすること。 

ハ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、大気汚染防止法

（昭和四十三年法律第九十七号）第六条第二項に規定するばい煙量又は同項に規定するば

い煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）を六月

に一回以上、環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。 

別表第１ 

 新設 既設 

一時間当たりの処理能力が四トン以上のもの 〇・一 ng／ｍ3 一 ng／ｍ3 

一時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの 一 ng／ｍ3 五 ng／ｍ3 

一時間当たりの処理能力が二トン未満のもの 五 ng／ｍ3 十 ng／ｍ3 
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【対策の趣旨】 

第３号イ及びロの規定は、焼却に伴い発生するダイオキシン類対策としても必要なものである。 

具体的には、廃棄物処理法施行規則第４条（一般廃棄物処理施設の技術上の基準）、第 12条及

び第 12 条の２（産業廃棄物処理施設の技術上の基準）に規定する構造と同等以上の構造を有す

ることが望ましい。 

排ガス中の放射性セシウムは、ガスの冷却にともないばいじんに凝集・吸着することから、高

度の機能を有する排ガス処理設備として除じん効率の高い処理設備が求められる。具体的な処理

設備としては、事故由来放射性物質の付着したばいじんを十分に除去できることが確認されてい

るバグフィルター（図 ４-1）、電気集じん器（図 ４-2）およびこれらとともに適用することで

除じん効率向上の機能を有する設備（消石灰吹込装置、活性炭吹込装置、活性炭系吸着塔、湿式

洗煙装置等）が設置されたものが想定される。 

また、ダストモニターを設置し、排ガス処理設備の機能を監視することも考えられる。 

 

 

 

図 ４-1 バグフィルターの例  図 ４-2 電気集じん器の例 

出典：ごみ処理施設整備の計画・設計要領（全国都市清掃会議）より 

 

一般廃棄物処理施設において発生するばいじんは特別管理一般廃棄物であり、適正処理による

生活環境保全上の観点から平成４年厚生省告示第 194号第１号の規定による環境大臣が定める方

法によって処理されることとなっている、また、産業廃棄物処理施設において発生するばいじん

の処理を行う場合も、同号の規定による環境大臣が定める方法によって処理されることから、特

定廃棄物においても同様の処理を行うことが望ましい。 

特にばいじんには、高濃度の事故由来放射性物質が付着していることが想定されるため、ばい

じんの保管は、放射線防護の観点から、遮蔽の効果や距離を保つことにより灰ピット、貯留ホッ

パなど建物内の密閉性の高い設備若しくは容器等で行うことが望ましい。 

 

焼却により発生した燃え殻（主灰）及びばいじん（飛灰）、溶融により発生した溶融スラグ及

び溶融飛灰は、放射性セシウムが濃縮されている可能性が高いものがあることから、これらの保

管やその後の処理を円滑に進めるために、それぞれ濃度を測定し、記録を作成・保存する等管理

することが望ましい。燃え殻、ばいじん、排水汚泥、溶融スラグ、溶融飛灰中の放射性物質濃度

の測定は、「第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」第 7章の方法で行う。 

 

また、これらの処理後物について、中間貯蔵施設や最終処分場に運搬されるまでの間は、施設
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あるいは敷地内の安全な場所に保管する必要がある。放射性物質の濃度が高い場合、作業員の安

全確保のため、日常的な管理として電離放射線障害防止規則の関係規定等を遵守する必要があ

る」（詳細は電離放射線障害防止規則参照）。 

 

 

4.1.4 特定廃棄物の破砕 

 

規則第 25条第１項 

四 特定廃棄物を破砕する場合には、破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止する

ため、建物の中に設けられた設備を用いて破砕する等必要な措置を講ずること。 

 

【対策の趣旨】 

粉じんの飛散防止対策の必要な措置としては以下の設備が考えられる。 

 破砕設備を建物内に設置すること（図 ４-3）。 

 密閉構造の破砕設備とすること（図 ４-4）。 

 開放部分で、粉じんが発生する場所には散水設備等の飛散防止のための設備を設ける

ことが望ましい。ただし、散水を行う際、放射性物質を含んだ排水が大量に発生しな

いよう最小限に留める必要がある。 

 

 

 

 

図 ４-3 破砕機の屋内設置の例  図 ４-4 密閉構造の例 

 

建物内に破砕設備を設置する場合は、フィルター等により粉じん等が建物内部に飛散しないよ

う配慮することが望ましい。 

破砕設備からの残さ物は、事故由来放射性物質により汚染されている可能性が考えられ、これ

らの残さ物についても事故由来放射性物質による汚染の状況を確認することが望ましい。 

破砕施設を屋外に設置する場合は、敷地を塀等で囲う等により周囲へ粉じんを飛散させないこ

とともに関係者以外の者を近づけないようにする必要がある。 
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4.1.5 特定廃棄物の処理に伴う排ガス又は排水の測定・濃度監視 

 

規則第 25条第１項 

五 処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。 

イ 当該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視するこ

とにより、事業場の周辺の大気中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性

物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第二欄に掲げる濃度に対

する割合の和が一を超えないようにすること。 

ロ 当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を環境大臣が定める方法により一月に一回

以上測定し、かつ、記録すること。 

六 処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。 

イ 当該放流水の排水口において当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視するこ

とにより、事業場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故

由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げ

る濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。 

ロ 当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を環境大臣が定める方法により一月に一回

以上測定し、かつ、記録すること。 

 

別表第２ 

第一欄 第二欄 第三欄 

事故由来放射性 
物質

の種類 

事業場の周辺の大気中の濃度

限度 

事業場及び最終処分場の周辺の

公共の水域の水中の濃度限度 

セシウム百三十四 二十ベクレル毎立方メートル 六十ベクレル毎リットル 

セシウム百三十七 三十ベクレル毎立方メートル 九十ベクレル毎リットル 

 

 

 

【対策の趣旨】 

排ガス及び排水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、処分に伴い周辺の生活

環境や人の健康への影響のないことを確認する。 

第５号イ及び第６号イの規定は、以下の式で表すことができる。 

第５号イ 大気中の事故由来放射性物質の濃度 
134Csの濃度（Bq/m3） 

＋ 

137Csの濃度（Bq/m3） 
≦１ 

20（Bq/m3） 30（Bq/m3） 

 

第６号イ 公共の水域の水中の事故由来放射性物質の濃度 
134Csの濃度（Bq/L） 

＋ 

137Csの濃度（Bq/L） 
≦１ 

60（Bq/L） 90（Bq/L） 

 

特定廃棄物の中間処理に際しては、処理に伴い生ずる排ガス又は排水により、事業場周辺の大
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気中又は事業場周辺の公共の水域の水中の濃度が法に基づく線量限度を超えないように管理す

る必要がある。 

事業場周辺の大気中の事故由来放射性物質の濃度は、当該施設の煙突又は集じん器出口での濃

度を測定することにより監視する。排ガスの測定は、平成 23 年 12 月 28 日環境省告示第 111 号

に基づき行い、具体的には「第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」第３章の方法で行う。 

 

事業場周辺の公共の水域の事故由来放射性物質の濃度は、当該施設の排水口での濃度を測定す

ることにより監視する。放流水中の放射性物質濃度が第６号イにより算定した値が一を超えた場

合は、周辺の公共の水域で水を採取し、採取した水中の事故由来放射性物質の濃度を測定し、上

記の基準への適合性を確認する。放射能濃度の測定は、平成 23 年 12 月 28 日環境省告示第 112

号に基づき行い、具体的には「第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」第５章の方法で行

う。 

 

当然ながら、排ガスについては、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等で定めら

れている方法により測定を行い排出基準を満たし、排水を公共の水域に放流する施設では、水質

汚濁防止法等で定められている方法等により測定を行い排水基準を満足する必要がある。 

 

 

4.1.6 周辺への影響のモニタリング 

規則第 25条第１項 

七 事業場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法によ

り七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。 

 

【対策の趣旨】 

関係者以外の者に係る放射線防護のための措置が適切に講じられているかを確認するため、中

間処理を行う事業場の敷地境界で放射線の量を測定し、その結果を記録・管理することが重要で

ある。空間線量率の測定は、平成 23 年 12 月 28 日環境省告示第 110 号に基づき行い、具体的に

は「第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」第２章の方法で行う。 

なお、廃棄物の受入を開始する前に敷地境界において、バックグラウンド測定を行う。すでに

受入し、焼却施設等の中間処理設備が稼動している場合のバックグラウンド測定は、施設から十

分離れた地点において行う。バックグラウンドの測定を行うことによって、処分に伴う追加線量

が年間 1ミリシーベルト（平均 0.19μSv/h※4）を超えない値であることを確認する。 

 

 

                            
※4 追加被ばく線量年間１ミリシーベルトは、１日のうち屋外に８時間、屋内（遮へい効果（0.4

倍）のある木造家屋）に 16 時間滞在するという生活パターンを仮定し、一時間当たりに換算すると、

以下の計算式から 0.19μSv/h と考えられる。 0.19μSv/h×（8h＋0.4×16h）×365 日＝１mSv/

ｙ 


